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厨

･初

の

貴

1.√族

布

-昌

潮

渦

]

】

㌦

●,

虻
内
藤
湖
南
撃

は
'
そ
.の
著

｢
申
囲
近

華
兜
｣
第

1
茸

｢
近
世
史
の
意
義
｣
に
於
S
て

㌦

メ

貴
族
政
治
は
'
支
那
で
瞥

ハ
朝
か
ら
唐
の
中
頃
ま
で
を
最

,p
･-盛
ん
な
時
代
と
L
iUi
.
･-
-

J､

濠
も
よ
き
官
職
は
､
皆
こ
の
仲
間
の
占
む
る
所
と
な
り
､

t

fI

′

政
治
は
.fJ
れ
Lij
の
貴
族
の
持
ち
合
ひ
で
弼
来
て
属
つ
k
.
i

こ
の
貴
族
政
治
は
､
唐
末
よ
り
五
代
ま
で
の
4.
中
古
よ

∵
り
近
世
へ
の
過
渡
期
の
蘭

匿駿
頚
L
t
{

-

ノ

､

皇

日
わ
れ
た
.
卦
た
宇
都
宮
清
音
助
教
授
は

｢
唐
代
貴
人
に
就

㌣

の
表

意

観
望

針
九
)
に
於
号

､
上
6
･首

藤
凋
雪

の
お
考
を
数
称
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ

に
よ
れ

〆

ば
'
唐
代
に
於
け
る
氏
族
譜
の
編
纂
は
'
玄
宗
以
前
に
な
さ
れ

＼

た
も
疎
が
大
部
分
を
占
め
る
鮎
ji
り
'
内
藤
博
士
の
玄
宗
の
頃

.迄
が
貴
族
政
治
の
時
代
で
あ
る
と
S
ふ
お
考
吏
鼻
音

透

さ
れ

〆
た
o
ま
た
唐
代
の
特
色
と
J
.て
､
従
来
の
門
間
を
そ
の
ま
ま
承

I.
認
す
る
の
で
は
な
ぐ
し
セ
'
唐
朝
の
政
治
的
確
カ
の
下
に
､
門

と
思
.Ff,
.
し
か
し
唐
代
の
骨
族
再
組
織
の
状
況
､
五

び
そ
の
崩

壊
に
開
し
て
､
多
少

嬢
間
の
鮎
が
あ
る
の
で
､
と
こ
に
愚
稿
を

逸
し
､
諸
家
の
御
指
数
を
仰
が
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

な
お
本
稿
は
恩
師
音
川
尊
之
発
生
の
御
示
教
に
負
う
こ
と
次

な
る
も
の
が
あ
る
｡
と
-
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第

で
あ

＼･ヽ
-一芸独II-I

/

る
｡

一
II､

唐
初
の
政
治
が
､
＼果
し
て
南
北
朝
的
貴
族
政
治
の
連
暁
で
あ

＼
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＼

り
.と
す
る
な
ら
ば
､
貴
族
が
膚
初
の
政
治
に
盟

ハし
て
ゐ
る
事

賓
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.['翠
に
野
に
於
S
て
､
従
来
の
名
門

が
自
己
の
家
系
を
誇
る
風
轡
が
盛
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
そ
れ

か
ら
直
ち
に
貴
族
政
治
の
時
代
ikl結
論
す
る
こ
と

は
出
来

な

い
･‥

･

･

I′
･
S
ま
試
み
に
'
唐
初
武
鑑

･
貞
観
三
十
二
年
間
の
政
治
の
茸

療
者
で
あ

る
宰
相
三
士

二
人
に
つ
S
て
､
襲
暦
薯
押
儒

･
新
暦

書
宰
相
世
系
乱
打
よ
り
,
父
組
の
官
掛
を
示
す
と
､
次
の
如
-

な
る
.
な
お
宰
相
と
按
｣

唐
代
で
は
中
書

･
門
下

･
碕
署
三
省

/
の
長
官
と
S
う
の
で
あ
る
が
､
そ
の
ほ
か
に
'
鹿

骨
に
屠
り
､

∵

｢
参
預
朝
政
｣
三

参
知
政
事
｣

な
ど
の
名
で
宰
相
肝
臓
を
行
う

も
の
も
あ
る
｡
～fJ
こ
に
宰
相
と
し
て
あ
げ
た
の
蜂
､
新
唐
書
寧
＼

l

1

I

-

I

書
先
供
射
階
沸
州
刺
牢

で

虜
玄
齢

組

本
州
主
簿

父

階
淫
陽
徐

.

∫

杜
如
晦

組

.
同
視
州
別
壁
際
工
部
蘭
書
ー
父
柁

陣
貝

′

州
長
史

杜
掩

赫
李
掩

､王
珪

魂
徴

如
晦
の
父
棺
の
郵

税

後
級
段
州
利
発

衷

情
廼
郡
守

＼

組

敷
太
尉
偽
書
令

父
ミ

北

轡柴
陵
太
守

組

後
重
義
陽
太
守
.
父

北
轡
屯
留
令

相
表
に
記
載
さ
れ
た
人

.欠で
あ
る
.

､
)一向Lt

･T.
襲
寂

.

劉
文
辞

封
徳
審

襲
矩
＼

北
鮮
系
琴
人
官
僚
の
家

柄
の
も

の

組

後
周
司
木
大
夫

交

線
州
別
取

組

後
周
石
州
刺
兜

父

階
上
俵
伺
11扇

∫

組

北
啓
太
子
太
保

父

階
通
州
別
免

租

儀
荊
州
別
史

笹

北
轡
太
子
舎
人
･

温
彦
博
丁
絶

後
醜
太
中
大
夫
.

階

酒
州
司
馬

ヽヽ

高
季
輔

阻

後
戯
安
徳
太
守

干
志
寧

組

階
洩
州
絶
管
.
父

父

北
轡
文
林
館
畢
士

一一25--

父

階
寓
年
令

陪
奉
軍
都
尉

rコ

義

朝
系
蟹
族
官
僚
の
家
柄
の
も
の

lⅦ川u

層
威

勢
氏
は
漠
の
牽
太
后
の
後
衛
と
稗
す
る
が
､
灘
暦

.
寄
宰
相
世
系
未
に
よ
れ
ば
､
先
は
拓
故
の
部
落
大
人

･
で
あ
っ
空

と
が
兄
を

蟹
族
で
あ
る
｡
髄

征
北

A

大
賭
軍

′父

酉
銀
粉
聾
陳
三
州
刺
華
/メ

牽
杭

威
の
兄
の
子
ノ
父
ノ
陪
賓
州
別
史

ゝ
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楊
恭
仁

暗
室
楊
氏
の
一
族
親
王
房
｡
防
塞
の
蟹
族
で
あ

る
L
と
は
定
詮
と
し
て
よ
い
1
思
ふ
｡
厳

後
周
願

廟
大
勝
軍

父

階
薙
州
牧
観
穂
王

.

･
長
路
無
忌

聾
唐
書
巻
六
十
五
本
侍
に
'｢
初
雷
拓
披
氏
｡

壷

ii
魂
等

功
最
層
多
.
世
襲
大
人
之
枕
｡｣
と
あ

Ji>
､
牽
族
刑
身
で
､
太
宗
の
皇
后
蜂
そ
の
元
弟
で
あ

I

や
､
非
常
な
勢
力
が
あ
っ
た
.
組

後
周
開
府
俵
同

圭

司

父

陪
右
腕
衛
将
軍

楊
師
道

楊
恭
仁
LQ
弟

.

字
至

及

新
居
葦

相
芸

表
に
､
｢
叉
有
費
基

氏
∵

臣
庵
鮮
卑
侠
豆
齢
｡
後
従
其
主
｡

亦
種
芋
文
民
｡｣

と
あ
る
?

孤
/

後
周
柾
囲
,

父

階
左
吻
衝
大
将

軍

ノ
/

く
一

一戸

南
朝
系
統
の家

柄
の
も
の

iⅦ柑u

葡
璃

東
宝
の
子
孫

.ノ粗

菓
宣
帝

父

梁
明
帝

･

陳
叔
達

隣
室
の
子
孫
｡
粗

菓
東
宮
直
閣
将
軍

父

陳
高
宗
孝
宜
皇
帝

渡
｡
世
仕
江
左
己

と
あ
る
.
組

,陳
衛
蘭
卿

父

､

..
階
黄
門
侍
郎

･

柏
途
艮

｢
組

′
陳
御
史
中
丞

父

唐
左
散
昏

侍

.で

1■nu
四

家
柄
な
き
も
の

(
/

載
曽

組
卜
不
明

定

､
州
従
事

儀
唐
書
巻
七
十
三
ポ

侍
に

｢
左
右
丞
稀
職
.
'i武
徳
以
凍
?

一
人
而
己
Q｣

と
貫
ば
れ
た
人
で
あ
り
'
大
唐
新
語
巷
四
特
注
の
僕

に

｢
杜
如
晦
臨
終
｡
委
層
以
選
挙
｡｣
と
青
は
打
て

ゐ
る
が
､
さ
ら
に
本
俸
に

｢
哲
雄
幹
局
｡而
無
拳
術
｡

.
居
吏
部
O
抑
文
雅
而
奨
法
吏
oL
と
あ
-
､
鼻
親
の

ー宰
相
の
有
力
払

1
人
と
し
て
'
か
か
る
人
物
の
あ
っ

た
こ
と
は
､
注
意
す
べ
き
軍
資
で
あ
る
か

ー

読

者
集

葡
空

屋

六
十
九
本
俸
に

｢
君
集
出
身
行
伍
.

･'･J

素
無
畢
術
｡
及
被
虐
進
?
卦
始
望

誓
｣
と
あ
る
‥

(

挙
世
勧

も
と
徐
氏
で
組
父
Lの
官
職
不
明
.

ノ′

∴6G一
二

劉
泊

組
父
の
官
職
不
明
o

i

卑
文
本

粗

菓
起
居
舎
人
∴

父

■
階
郡
部
令

爵
′周

萄
唐
寄
食
七
十
九
革
挺
侍
に

｢
時
馬
周
馬
監
察
御

0
0

史
.
挺
以
間
塞
士
｡

殊
不
穏
之
oL
.と
あ
る
.

孤

許
敬
茅

萄
唐
書
巻
八
十
三
本
俸
に

｢
英
先

目
高
暖
.南

官
職
不
明

父

本
部
戸
曹
従
事

ヽ

Jレ
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J

雀
仁
師

､組
父
官
職
不
明

張
行
成

組
父
官
職
不
明

大
腰
以
上
の
如
上

四
類
に
分
け
て
考
え
る
｡
そ
し
せ
こ
の)

.

四
グ
ル
ー
プ
で
､
.ど
れ
が
最
も
盛
で
あ
?
た
か
と
い
う
と
二

･

.
(

の
北
朝
系
漢
人
官
僚
の
家
柄
で
､
唐
創
業
及
瑚
貞
観
の
中
心
人

物
は
殆
ん
ど
こ
こ
か
ら
出
し
て
ゐ
る
O
唐
初
に
於
い
て
､
貴
族

政
治
が
行
披
れ
て
ゐ
る
ど
す
る
な
ら
ば
､
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
軍

旗
で
な
け
れ
ば
な
ら
夜
警

も
か
し
こ
甥
グ
ル
ー
プ
は
後
魂
以

来
の
官
僚
の
家
柄
で
あ
.る
が
'
お
お
む
ね
刺
史
､
太
守
で
､
南

北
朝
で
は
､
刺
史
は

｢
加
使
持
節
諸
軍
事
｣
を
常

と
し
た

かI

ら
,
こ
れ
ら
は
大
雄
武
人
的
官
僚
の
家
柄
と
宿
し
て
よ
く
､
こ

れ
ら
を
南
北
朝

】
流
の
著
姓
､
名
門
で
あ
る
と
す
る
こ
と
枚
埠

来
な
い
｡
し
て
み
る
と
唐
創
業
に
よ
-
､
中
央
政
府
の
構
成
要

素
が
,
北
朝
の
武
人
的
官
僚
の
卦
柄
に
ょ
-
と
っ
て
か
わ
ら
れ

/

た
こ
と
に
＼な
る
｡
し
か
し
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
南
北
朝
の
如
き

貴
族
を
構
成
七
た
こ
ノと
は
見
え
な
S
｡
i
jす
れ
ば
､
従
来
唐
研

)

が
貴
族
政
治
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
理
由
七
し
て
.'
南
北
朝
以
来

の
名
門
が
唐
代
で
も
幅
む
き
か
せ
た
軍
資
を
あ
げ
ら
れ
る
と
す

る
な
ら
は
､
そ
れ
は
野
に
あ
つ
て
の
事
で
あ
っ
.P
∵
政
治
が
貴

族
に
ま
か
行
は
れ
た
と
は
別
の
事
柄
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
へ
＼

一′

～

L

る
O

.

/,

唐
代
に
は
'
宇
都
宮
助
教
授
も
指
摘
せ
ら
れ
る
却
く
､
族
譜

の
編
纂
や
譜
拳
が
盛
行
を
髄
庵
t.
萄
唐
書
巻
七
十
三
碑
亮
侍
李

守
素
の
健
に
､
彼
監

置
に

通
じ
'首

譜
｣
皇

還

れ
'
腐
食

要
撃

二
十
六
氏
族
'
及
び
大
唐
新
語
容
八
聴
敏
の
健
で
は
'｢
肉

譜
｣
凌
た

｢
人
物
志
｣
'
｢
人
物
笥
｣
と
言
ほ
れ
た
こ
と
が
見
え

､る
が
､
こ
の
事
賓
は
南
北
朝
9
飴
威
と
解
す
べ
漣
で
､
唐
初
赦
､

食
の
特
質
と
断
言
す
る
に
は
疑
問
が
布
す
る
｡

し
か
ら
ば
新
嘗
官
署
を
検
し
て
､
唐
初
で
｢
背
旗
｣
､
｢
盛
族
｣

な

ぜと
言
は
れ
た
も
の
は
､
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か

と
言

ふ

EiiZ!

と
‥
そ
れ
は
私
が
あ
げ
空

一北
執
系
牽
族
官
僚
の
家
柄
の
虹
の
.

(
.

が
多
S
o
嘗
唐
音
撃

ハ
十
二
の
楊
恭
仁
は
'
先ヽ
述
の
隣
室
の
LT′ヽ

族
親
王
房
で
為
る
が
〃
そ
の
侍
に
､

始
恭
仁
父
堆
泰
時
｡
以
同
姓
廃
貨
｡

首
武
徳
之
後
｡
恭
仁

兄
弟
.
名
位
尤
盛
｡
朝
大
晦
.
叉
以
外
戚
崇
寵
.

一
家
之

角
O
樹
馬
三
人
｡去

妃
五
人
.
齢
皇
后
二

人
二

二
品
巳
上

3t

官
二
十
飴
人
.
絵
馬
産
族
.

I

- 27-

･と
滴
り
､.
漣
た
棄
民
空
荷
組
の
資
皇
后
を
出
も
た
家
柄
で
あ
.チ

■-I
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が
'
高
組
と
賛
成
の
問
答
が
唐
禽
要
撃

二
十
六
氏
族
の
億
に
見

,
え
､
そ
の
闘
係
が
よ
く
わ
か
る
O

～

-

武
徳
元
年
｡
高
配
嘗
謂
T<F
史
令
牽
威
EIo
昔
周
朝
有
八
桂

岡
之
貴
.
吾
輿
公
家
｡
成
萱
此
職
.
今
我
巳
鶴
天
子
.
公

篤
内
奥
令
?
本
同
集
輿
.
無
乃
不
可
乎
｡
威
阻
O
臣
家
昔

､I

在
瑛
朝
｡
層
馬
外
戚
｡
至
予
後
魂
｡
三
塵
外
家
｡
今
陛
下

龍
興
O
検
出
皇
后
.
臣
叉
階
練
成
輿
･｡
位
恭
鳳
池
.
白
惟

堺
鑑
.
既
夕
放
怖
o
高
組
笑
月
O
庇
見
舶
棄

人
雀
虚
名

縛
.
.
輪
自
縛
伐
｡
公
せ
馬
帝
威
.
不
亦
貴
乎
o

と
あ
る
が
､
そ
の
牽
氏
は
'遠

雷

還

六
十

養

成

の優
に
'

開
元
の
時
の
こ
と
と
し
て
'

棄
民
O
冶
武
徳
室
今
9
再
至
外
戚
｡

1
瀦
三
人
｡
圭

品
巳

▲.
圭

二
十
飴
人
｡
倫
主
者
八
人
O
女
馬
王
妃
六
人
.
唐
豊

満

盛
｡
莫
輿
馬
此
､0

と
あ
-
､
こ
の
牽
楊
二
氏
い
づ
れ
も
暦
室
と
賂
籍
働
係
に
斬
る
,

が
故
に
威
樺
を
有
し
食
も
の
で
あ
り
'
政
治
的
に
有
能
な
馬
匹

′
ヽ

/

の
み
､
盛
族
と
克
っ
た
の
で
は
夜
S
｡

南
北
朝
以
来
の
名
門
で
｣
な
お
世
族
と
し
て
存
在

し
た

の

株
､立
卑
伐
で
あ
る
｡
薯
暦
書
巻
九
十
二
葦
安
石
の
棒
に
､

-
代
馬
紺
申
著
塊
｡
人
物
衣
冠
｡
廃
せ
条
盛
｡
-
､･････壱
t.*

輿
安
石
｡

及
則
天
時
｡
文
自
右
相
待
債
｡
並
是

冬
服
之

●
感
.
日
蝕
近
厳
重
大
官
者
.
数
十
人
｡.

と
あ
り
､
唐
創
業
の
宰
相
は
出
し
て
ゐ
な
S
が
､
柏
常
の
勢
力

･'

は
有
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
t
か
し
こ
れ
の
み
に
て
.*
儀
政
治
暦

行
絞
れ
学
と
望

還

れ
長
い
｡

そ
の
他
商
人
で
葦
え
た
の
は
琴
氏
で
あ
お
｡
琴
義
は
文
本
の

魔
孫
だ
あ
る
が
､
奮
庸
書
巻
七
十
の
琴
文
本
俸
Q
.
警

不
の
時

∫

の
こ
と
と
し
て
､

義
兄
駄
馬
園
子
司
葉
.
弟
河
馬
隣
州
刺
史
｡
体
馬
商
州
刺

史
｡
穐
族
兄
弟
子
姪
｡
因
義
引
用
｡
萱
清
聾
者
数
十
人
｡

義
数
日
.･
物
極
則
返
｡可
以
惟
英
｡然
寛
不
能
有
所
抑
遅
.
1

と
あ
る
が
､
こ
れ
は

一
時
の
現
象
の
よ
う
で
あ

る
｡

以
上
で
官
軍
の
貴
族
は
艶
盛
で
あ
っ
舞
と
言
は
れ
る
が
､･
宰

相
を
中
心
と
し
て
見
る
時
は
､
費
族
政
治
が
行
は
れ
寵
と
1
概

に
選

言
し
得
な
S
よ
う
に
思
う
0
少
-
と
も
'
唐
朝
政
府
の
轡

成
要
素
は
南
北
朝
と
臥
層

遍

の
襲
っ
た
も
の
で
It
′北
朝
の
武

人
的
官
僚
の
家
柄
の
も
の
の
進
出
が
認
め
ら
れ
て
よ

S
と
､思

/′

- 旦8一･

.六
ノ
0
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≡

こ
こ
で

｢
貞
観
氏
族
志
｣
撰
定
の
事
情
に
つ
S
て
愚
見
を
述

べ
た
S
.
こ
れ
は
奮
唐
書
巻
六
十
五
高
士
廉
侍
､
資
清
適
鑑
奄

l
盲
九
十
五
貞
観
十
!
奉

正
月
乙
未
の
健
､
唐
禽
要
氏
族
の
項

な
ど
に
見
え
る
が
､
奮
唐
書
を
あ
竹
る
と
う

･

是
時
朝
議
..
以
山
東
人
士
.
蕗

自
給
奪

O

錐

複
素
塞

陵

遅
｡
猶
侍
其
替
地
｡
女
適
他
族
｡
必
多
求
騰
財
｡
太
宗
恵

之
O
以
馬
甚
傷
教
義
｡
乃
詔
士
廉
O
輿
御
免
大
夫
葦
挺
｡

中
書
侍
郎
卑
文
本
O
砥
部
侍
郎
令
孤
徳
豪
等
｡
.
刊

正
姓

一

偲
.
於
是
普
責
天
下
譜
謀
｡
仇
旗
揚
史
停
9-

萄
其
虞
偶
.ヽ
'

㌦

息
賢
者
褒
進
｡
惇
達
者
乾
鮒
｡
撰
薦
氏
族
志
｡
士
廉
乃
顛

英
等
寛
以
進
｡
ノ太
宗
日
｡
我
輿
山
東
雀
盛
挙
都
｡
奮
耽
無

{f

嫌
｡
馬
英
世
代
衰
微
｡
全
無
冠
蓋
｡
猶
白
云
｡
士
大
夫
婚

姻
之
間
｡√
則
多
遊
銭
簡
㍉
才
識
凡
下
而
堰
仰
自
再

版
鴬

ノ

松
頼
.
依
託
富
貴
.
我
不
解
.
人
間
何
番
重
之
.
純
株
弊

家
｡
惟
接
河
北
｡
梁
陳
僻
在
江
南
｡
督
時
雄
有
人
物
｡
偏

･
ノ

僻
小
観
｡
不
足
可
費
｡
至
今
独
以
礎
盤
王
謝
篤
重
｡＼
我
平

●

定
四
海
.
＼天
竺

琴

凡
在
朝
宅

皆
功
致
群
居
｡
或
息

絹
懐
敬
重
｡
卿
等
不
安
我
官
欝
耶
.
不
須
給
救
世
以
前
｡

取
今
日
官
欝
高
下
.
作
等
級
.
遼
以
雀
幹
馬
琴

二
等
｡
及 止 ･

孝
可
稗
｡
威
車
重
通
博
O
所
以
搾
用
.
見
属
三
品
以
上
｡

欲
共
裏
代
暫
門
｡
馬
親
縦
多
輸
鋳
南
o
猶
被
値
仰
｡
我
今

特
定
族
姓
者
｡
欲
崇
重
?
今
朝
冠
琴

何
国
華.
幹
海
鳥
第

一
等
.
昔
漢
高
組
止
是
山
東

一
匹
夫
｡
以
其
空
疋
天
下
.
i

主
食
臣
考

卿
等
漬
書
見.
英
行
速
｡
壷
今
以
馬
美
談
｡
心

書
威
凡

一
層
巻
O
詔
頒
於
天
下
.
-

′

こ
れ
は
宇
都
宮
助
教
授
も
指
摘
さ
れ
た
如
-
､
民
放
も
最
早
固
V

家
を
超
越
し
た
も
の
で
は
な
く
､
商
家
の
政
治
力
が
氏
徴
に
俊

磯
L
tノ

閣
家
に
よ
っ
て
氏
族
の
格
が
定
め
ら
れ
､
南
北
朝
に
此

し
'
政
治
力
の
優
越
を
物
語
も
も
の
で
あ
る
.
し
か
し
従
来
考

へ
ら
れ
挺
如
き
､
ノ唐
朝
を
貴
族
政
治
の
時
代
で
あ
る
と
す
る
立

-

場
に
立
つ
】て
こ
の
撰
定
事
情
を
考
へ
る
の
と
､
私
が
先
に
述
べ
‥

〟

挺
好
き
貴
族
政
治
で
あ
る
こ
と
を
疑
問
と
す
る
立
場
に
立
つ
亮

■

考
へ
る
の
,riJで
は
多
小
事
情
が
興
っ
て
ぐ
る
と
思
ふ
｡

.‥

Jl

ノヽ

先
づ
撰
定
の
人
物
で
あ
る
が
､
高
士
廉
は
私
の
分
類
し
た
一

.↑

(

北
朝
系
漢
人
官
僚
の
家
柄
で
あ
り
'
そ
Ⅶ
ぅ
ち
で
政
最
も
省
門

に
壌
す
る
人
の
よ
う
で
あ
る
.
葦
艇
は
党
速
の
南
北
朝
臥
勢
の

-

- 配 二二1
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爪
■
れu
H

著
姓
で
､
萄
貴
族
の
代
表
者
格
で
あ
る

｡卑
文
本

埜
二

の

南
朝

●

(

系
統
の
家
柄
で
､
商
人
の
代
表
者
と
目
さ
れ
'
令
孤
徳
糞
は
服

煙
或
は
琉
歌
､
亀
玄
方
面
の
出
身
で
､
牽
族
の
代
表
者
､
私
.の

Eiiia

分
類
し
空

一の
代
痔
者
と
思
は
れ
､
大
嘘
常
時
の
各
分
野
の
代

(

l

未
着
を
網
羅
し
て
ゐ
る
o
L
か
し
田
乗
上
っ
た
結
果
は
､
山
束

㌔

の
雀
幹
が
第

一
等
と
な
っ
た
｡
ご
れ
絃
い
か
な
る
こ
と
か
と
首

か
と
､
乳

酪

書
籍
編
纂
の
常
と
.し
て
､
従
来
の
南
北
朝
九
品
中

東
制
度
以
来
の
も
仇
を
基
と
し
て
作
っ
た
で
あ
ら
う
か
ら
､
ア

ッ
プ
ル
L
ア
イ
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
も
､
多
分
に
堆

､
瓜_

朱
の
格
L,O
け
を
轡
更
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
′｡
そ
こ
で
太

宗
の
命
に
よ
や
､
雀
幹
を
三
等
と
し
東
.
こ
の
事
賃
は
太
宗
が

敢
倉
の
情
勢
を
認
識
せ
す
'
ー政
治
力
に
よ
り
無
理
に
強
行
し
た

の
で
な
く
､
赦
倉
情
勢
が
欧
に
そ
こ
迄
進
展
し
て
満
た
と
息
破

＼

れ
る
.
･

萄
唐

書
巻
八
十
二
李
義
府
の
侍
に
'

初
貞
敵
中
｡
太
宗
倫
吏
部
滴
書
高
士
廉
｡
-
-
十

友

四

方
士
大
夫
諸
株
門
閥
者
o
修
氏
族
志
.
働
成
育
食
｡
升
降
･

〇
〇
〇
〇

去
取
.
時

稀

允

嘗

O

/

/

と
卦
-
､
決
し
て
朝
野
の
反
封
を
受
け
た
も
の
で
な
く
､̀
門
閥

尊
重
の
風
習
を
ハ
太
宗
が
政
治
的
挺
力
で
強
い
て
押

へ
私
と
辛

る
索
は
常
ら
な
い
よ
う
に
思
ふ
｡
ノ

～

し

か
し
こ
＼の
後
高
竃
の
鮮
慶
四
年
に
｢
姓
氏
錬
｣
が
出
来
た
.
,

嘗
唐
書
巻
八
十
二
李
義
府
の
侍
に
､

養
府
恥
其
家
代
無
名
｡
乃
奏
改
他
者
｡
専
委
鰻
部
郎
中
孔
,

志
約
0
著
作
郎
楊
仁
卿
.･
太
子
洗
馬
史
玄
遣
?

太
常
丞
呂
.

才
蛋
修
.
志
約
等
遼
立
格
云
O
尭
執
得
五
品
官
者
｡
皆
升
.∫

士
流
｡
於
是
兵
卒
以
軍
功
致
吾

叩
考

轟
人
音
阻
｡
東
名

上

馬
姓
氏
錬
｡
由
是
指
紳
士
大
夫
｡
多
恥
被
乾
鋲
｡
皆
暁
此

一

署
名
軌
格
｡
義
府
郎
奏
｡
牧
天
下
氏
族
志
木
焚
之
｡,

.

._,

と
あ
り
､
昏
禽
要
登

二
十
六
氏
族
の
健
に
路
'

･

勘
定
四
年
九
月
五
日
｡
詔
改
氏
族
志
馬
場

錬
｡
上
親
製

､

序
.
仇
自
我
其
類
例
.
凡
二
眉
四
十
五
姓
｡
二
宮
八
十
七

一一 30 --

家
.
以
皇
后
四
家
｡
髄
公
｡
弁

公
｡
.齢
台
詞
｡
太
子
三

＼

●

師
｡
開
府
俵
同
三
司
｡
供
射
｡
雷
撃

等
｡
文
武
二
薫

'4

及
知
政
事
者
三
品
O
馬
琴

t等
バ
各
以
品
位
篤
等
第
.
凡

薦
九
等
｡

､

と
あ
る
が
､
姓
氏
錬
虹
あ
ま
-
匠
も
極
端
な
'
蔽
食
の
賓
肝
を

轟
然
無
税
し
寵
､
｢唐
室
中
心
の
∵
方
的
な
も
の
で
を
-つ
丸
を

め
､｢
動
格
｣
と
言
は
れ
､
朝
野
の
賛
矧
は
得
ら
れ
夜
か
つ
挺
よ
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う
で
あ
る
｡

一

■
し
か
し
以
上
述
べ
た
こ
せ
町

費
儀
の
政
治
的
な
カ
が
唐
件

で
は
薄
弱
で
あ

っ

奥
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
'
南
北
朝
的
な
門
閥
を
尊
ぶ
風
習
が
な
お
唐
代
に
も
存
し
た

＼こ
,JJ
､
既
に
諸
家
の
指
摘
せ
ら
る
る
通
-
で
あ
る
P
な
お
〓

1

の
例
を
奉
げ
れ
ば
､
発
揚
萄
唐
書
李
義
府
の
侍
に
､

､

う
幽
東
魂
舜
膏
姓
o
錐
皆
輪
番
.
狗
相
斡
蘭
｡
白
馬
婚
姻
｡

∵

義
府
篤
子
求
賂
不
得
P
乃
奏
.
階
再
挙
等
七
家
｡
不
得
相

輿
舞
姫
｡

と
あ
り
'
ま
た
唐
銃
言
懇
十
二
日
負
の
鹿
､
及
び
嘗
暦
書
巻
七

＼

十
四
雀
仁
師
の
塵

に
性
'
玄
宗
の
頃
､
仁
師
の
孫
'
鹿
､
及
び

そ
の
弟
液
ら
の
こ
と
と
し
て
｣

､

弟
液
涯
及
従
兄
雅
｡並
有
文
翰
｡届
清
要
｡
毎
宴
私
之
際
｡

＼

日
比
東
管
玉
導
謝
安
之
家
｡

謂
入
日
o

膏
之

山
門
.

及

･･
出
身
鮭
官
.
未
嘗
不
禽
第

一
･.
元

宋
音
発
揚
夢
路
｡
以
制

人
.
豊
能
獣
獣
.
蚤
制
於
人
也
bT
是
政
進
趣
不
巳
.
而
不

.
＼

以
令
路
.

も

と
あ
-
､
か
午
の
如
-
お
家
自
慢
を
.な

す者
は
欧

に
時
代
錯

誤
､
絡
む
全
う
し
な
い
跡
は
,
理
由
臥
な
い
こ
と
で
絃
な
Ts
.

ま
ね
資
治
通
産
省
二
百
二
開
耀
元
年
春
1#E
月
庚

辰

の

備

に

衰
利
貞
族
孫
誼
｡
魚
群
州
刺
史
｡
白
以
其

尭

日

栄

太

尉

淑

以
来
｡
轟
息
帝
室
｡
謂
塊
邪
重
民
｡
醸
爽
空

費

牌

｡

而

鳥

●

･1

歴
代
任
命
.
祉
輿
鳥
比
.
溜
日
｡
所
貴
於
名

家

者

｡

馬

英

世
篤
息
貞
b
才
行
相
禍
故
地
｡
彼
驚
婚
姻
｡
親

疎

利

者

｡
.

文
鳥
是
鼻
乎
｡
時
人
是
其
言
｡

/

●

1
.あ

り

､

膏
名
家
の
誇
り
な
ど
は
､
餅
に
時
人
の
認
め

る

所

と

.

ほ
な
ら
敵
い
時
代
が
到
来
し
て
き
た
よ
ケ
で
あ
る
｡･

..

四

選
拳
の
漂

意

義

の
九
昏

高

度
に
代
っ
て
'
簡

Ji.

り
科
挙
の
制
度
が
開
始
さ
れ
､

一
部
特
殊
の
階
級
を
除
き
､
こ
.

れ
に
合
格
す
れ
ば
S
か
な
る
家
柄
の
も
の
､
庶
民
す
も
も
.並
流

と
な
サ
得
て
'
成
績
次
第
で
宰
相
に
も
登
-
得
る
i

J
に
怒
つ

f

ヽ

潅
｡
し
か
し
九
品
中
東
制
度
も
'
設
立
本
来
の
主
旨
は
､
家
柄

魚

′

の
よ
.S
も
O
tの
み
を
空
席
す
る
こ

と
で
な
-
､
入
物
を
郷
真
砂

評
判
に
′よ
-
､
九
段
階
に
分
け
て
登
庸
す
る
こ
止
で

車

つ

た

が
､
貴
族
政
滴
下
の
南
北
朝
に
澱
S
て
笹
､
貴
族
に
の
み
都
争

a
,よ
S
よ
rう
に
運
営
さ
れ
た
ま
ま
の
苧
と
で
あ
を

唐
も
階
の

)

⊥3i._
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科
拳
制
度
を
受
け
稚
い
喪
が
､
合
格
者
の
数
は
毎
年
三
四
十
人

程
度
で
‥
こ
れ
ら
の
人

々
が
政
治
の
賛
樺
を
掌
握
す
る
に
埠
あ

l

ま
り
に
も
少
激
で
あ
る
,.

一･

さ
ら
匠
唐
に
て
は
､
｣
旦
官
吏
と
な
っ
た
?
の
は
､
陳
の
制

度
に
よ
-
､
子
孫
に
官
僚
の
地
盤
を
受
け
機
が
す
こ
と
が
出
奔

た
｡
暦
禽
要
巻
八
十
一
用
膝
の
健
に
は
'

開
元
四
年
十
二
月
勅
｡
諸
用
障
担
身
者
.

言
ローI
子
.
p
正
七

f

品
上
.
二
晶
子
.
五
七
品
下
｡
｣些
一嘉

子
｡
従
七
品
上
.

ヤ

従
三
品
子
.
綻
七
品
下
.･
正
四
晶
子
.
-正
八
品
#
.O
穐
四

品
子
｡
正
八
品
下
｡
正
五
品
子
｡

線
八
品
上
｡
従
五
品
及

～

園
子
｡

従
八
品
下
｡

三
品
以
上
藤
曾
孫
｡

五
品
以
上
廠

∵

孫
｡
孫
障
子

一
等
｡
曾
孫
降
孫

一
驚

と
あ
る
.
℃

れ
は
開
元
年
間
の
こ
.と
で
あ
る
が
'
唐
初
よ
･り

一

旦
あ
る
程
度
の
高
官
と
な
れ
ば
'
そ
の
家
は
幡
に
よ
り
､
梢
定

着
を
見
る
に
至
p台
で
あ
も
う
こ
と
は
想
像
し
得
る
?
か
-
し
て

こ
れ
ら
は
貴
族
を
形
成
す
る
迄
に
は
妻
ら
な
-
と
も
'
あ
る
程

度
の
家
格
は
生
も
∵
そ
れ
ら
が
官
界
に
於
S
て
､
健
位
を
占
め

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
こ
れ
ら
の
情
勢
に
襲
更
を
加
え
る
も
の
.が
出
来
て
き

海
O
そ
れ
は
S
よ̂
い
よ
垂
-
家
柄
に
よ
ら
な
い
も
の
が
車
相
に

す
ら
な
り
､
蔽
治
の
賓
槽
を
掌
握
す
る
時
機
が
到
来
し
挺
こ
と

や
あ
る
｡
l
U
の
端
緒
は
則
天
満
后
の
時
徒
あ
る
.顔
で
態

い
が
と

､

▲■

_t=S
う
.

.

,.

奇
蹟
巽
些

至

哀

別
記
奄
十
九

｢
武
后
約
線
知
人
｣

の
保
でI

注
意
し
'て
ゐ
る
如
-
､
軽

舟
の
係
属
に
捕
ほ
れ
ず
人
材
を
按
推

ヽヽ

し
'
開
元
の
名
臣
､
張
詮
､
張
九
齢
の
如
き
は
､
家
柄
に
よ
ら
.

な
い
人
の
よ
う
で
あ
る
が
､
こ

れ
ち
の
人
は
武
后
が
按
推
し
転

q
lで
あ
る
｡
張
詮
は
新
居
音
容

一
石
二
十
五
の
本
償
i;
I

･
開
元
後
宰
相
..･不
以
姓
著
者
｡
日
燕
公
云
｡

～■

と
あ
-
'
以
後
家
柄
に
よ
ら
な
5
人
の
目
標
に
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
｡
し
か
し
武
后
が
､
豪
柄
に
よ
.ら
な
5
人
､
草
食
庶
民
を

ど
の
程
度
登
庸
し
袴
か
'
明
ら
か
な
史
料
は
見
常
/j
な
S
P
薯

唐
書
巻
七
十
単
文
本
の
像
に
'

則
天
嘗
令
宰
相
｡
各
車
堪
薦
員
外
郎
者
｡
廠
閣
侍
郎
葦
嗣

4,
立
薦
義
｡
且
奏
臼
｡
醸
其
徒
父
長
噂

犯
連
名
累
.
則
大

乱
.
苛
有
財
幹
ぺ

胸
板
微
巣
｡
遮
秤
天
骨
.員
外
邪
｡.恵

疋

疲

差

親
.
相
次
入
省
芸

｡
J

ri

;

と
あ
り
､
材
幹
雷

れ
ば
､
線
素
虹
拘
ら
ず
f･諒

し
.hJ-ゐ

る

3望
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が
ー
詳
細
は
判
明
し
な
S
｡

･ま
た
唐
初
の
宰
相
中
に
も
､
毎
夏
出
身
か
ど
疑
わ
れ
る
人
も

な
い
で
は
な
い
が
､
則
大
武
后
の
噴
よ
抄
､
背
吏
出
身
者
で
'

垂

相
に
の
ぼ
.る
も
の
が
見
え
る
｡
武
后
時
代
乱
脈
の

一
徴
候
と

膏
は
れ
な
5
こ
と
も
な
S
が
'
注
目
し
て
せ
5
番
茸
で
あ
る
｡

賓
唐
書
巻
七
千
三
藤
牧
の
侍
に
'敬
の
綻
孫
横
切
こ
と
と
し
て
い,

憤富
市
以
瞳
紹
京
篤
中
書
令
｡
稜
勘
合

鴫
課
.
因
入
官
於
帝

■

0
0

0
0

iuq
.
紹
京
葉
無
才
望
｡
出

自

背

束

.
錐
有
功
動
O
未
開
令

_■■

徳
O二

朝
超
昼
冗
宰
O
師
長
石
寮
｡
臣
恐
清
濁
同
賞
.
塊

於
聖
朝
具
臆
之
美
｡
帝
都
其
常
.

,
..

′

と
あ
-

'
鐘
紹
京
は
'
容
宗
朝

の宰
相
に
ま
で
な
っ
た
人
で
あ

＼

る
が
､
腎
吏
の
出
身
で
､
士
庶
の
混
拾
戊
非
姓
さ
れ
て
ゐ
る
O-

し
か
し
容
宗
は
ハ

稜
の
言
を
懲
り
と
す
る
情
勢
で
あ
っ
た
.
TiJ

れ
が
玄
宗
朝
に
な
る
と
､
宰
相
牛
仙
客
虹
腎
吏
出
身

で
あ
.つ

た
｡
奮
唐
書
巻

一
首
六
李
林
筒
の
博
に
､

玄
宗
日
.
卿
以
柚
客
無
門
籍
耶
.
卿
有
何
門
閥
｡
九
齢
封

日
.
臣
荒
後
微
塵
.
仙
客
茸
聾
之
士
.
然
陛
下
擢
臣
.
圃

峯
観
.
暮
輸
諮
｡
仙
客
本
河
淳

一
使
典
0

.

日
不
識
文
字
｡一

薯
大
任
之
臣
O
恐
非
宜
o
林
甫
過
而
雷
月
｡
但
有
材
散
.

何
必
射
撃
｡
天
子
用
人
｡
何
有
不
可
｡
玄
宗
滋
不
快
｡
･

と
あ
れ
､
李
林
甫
は
､
材
識
あ
れ
ば
'
軒
拳
は
必
要
と
し
な
S

と
整

召
し
'
家
柄
の
も
.の
'
単
誠
の
あ
る
も
の
を
尊
璽
す
る
こ

と
結
､
壷

-
薄
射
化
し
華
と
嘗
は
ね
は
な
io
な
い
O
更
に
同
じ

-
李
林
甫
の
侍
に
,
＼

∴

､

＼

1.

㌔

溜
葵
日
.
文
士
馬
牌
怯
o
督
央
石
｡
不
如
用
寒
族
蕃
人
｡
'

層
途

戦
有
勇
.
塞
族
即
無
慮
按
0
番
皆

野

)

と
驚

りノ､
.ノこ
こ
t
J
は
､
塞
族
番
人
で
な
S
も
の
放
､
圃
家
に
不

要
で
あ
る
Jと
す
ら
考
え
ら
れ
'
帝
も
を
の
青
を
然
り
と
す
る
庭

一

象

っ
て
ゐ
る
O

へ

-
′

そ
こ
に
於
S
て
､
家
柄
に
よ
る
も
の
按
､
安
兜
の
乱
の
勃
琴
.

と
共
に
､-
名
産
落
し
､
殊
に
政
治
の
滴
か
ら
は
逸
脱
ん
,P
S
つ

ヽ
.

た
の
で
か
ら
う
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
に
代
る
べ
き
階

暦

と
し

て

I(.i

披
t.科
拳
を
支
柱
と
す
る
近
世
士
人
階
厚
と
も
S
う
べ
息
も
の
.

が
あ
げ
な
れ
て
ゐ
る
潮
[
こ
の
■研
究
枚
後
日
の
大
成
を
期
し
た

S
｡
･

?

ノ
.
q<

な
お
以
上
述
べ
た
支
配
的
官
僚
骨
､
或
は
貴
族
暦
の
轡
動
に
,

つ
5

て
は
'
そ

の背
後
の
経
済
的
地
盤
町
考
究
が
な
け
れ
ば
な
ー

メ

ち
な
S
o
む
し
ろ
こ
れ
が
翠
の
課
題
と
す
る
所
で
参
る
が
､
こ

- 33･･一･
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こ
で
は
そ
の
緒
論
と
も
S
う
べ
き
鮎
の
み
述
べ
て
､
療
酉
的
間

好

題
は
後
日
に
譲
り
た
S
.

玉

,

｢

･

一

一

＼

.
最
後
に
以
上
述
べ
乗
っ
た
所
を
要
約
す
れ
ば
､
従
来
唐
初
は

な
恵

良
族
政
治
の
時
代
で
か
る
と
せ
ら
れ
た
が
'
南
北
朝
以
来

望

見
族
群
は
､
唐
代
の
政
治
に
は
あ
ま
-
的
興
せ
す
､
野
に
あ

っ
て
除
威
を
保
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
o
唐
代
の
盛
族
は
と
S
へ.

ば
.

唐
室
李
氏
'
隔
室
像
氏
及
び
そ
れ
ら
と
姻
戚
踊
係
に
あ
る

蟹
族
出
身
者
で
あ
る
｡
{そ
し
て
政
治
の
箕
樺
を
握
っ
た
の
は
､f

I魂
周
弊
階
以
来
の
武
人
的
官
僚
抄
家
柄
で
あ
る
が
､
こ

れ
ら
が

南
北
朝
的
監
見
族
化
し
挺
て
と
は
見
え
な
S
.
故
Jに
唐
初
に
貴

族
政
治
が
行
わ
れ
た
と
す
る
詮
は
凝
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
盈

So

,そ
れ
な
ら
ば
､
唐
初
は
S

か
な
る
時
代
か
と
言
｣へ
は
'
二
つ～

に
は
北
魂
牽
文
帝
の
藻
化
政
策
が
結
資
し
て
'
南
北
朝

の如
-

漢
人
貴
族
の
合
作
で
な
し
に
∵
牽
族
出
身
者
も
､
堂
堂
漣
自
力

に
.Ai
や
､
中
国
を
支
配
し
得
る
よ
う
に
/な
っ
た
.
そ
し
て
そ
の

官
僚
と
し
て
北
朝
瀧
の
武
人
的
官
僚
ru
A
S
ふ
べ
き
階
骨
が
遜

ヽ

出
し
挺
｡
栗
東
階
に
始
る
科
挙
描
､
庶
民
唇
で
も
資
力
を
有
す

れ
ば
士
流
に
入
り
'
観
衆
の
指
導
翠
と
な
り
得
て
'
封
鎖
杓
な
､

階
級
制
度
が
､
-
以
後
の
申
園
で
は
理
念
と
し
て
は
な
-
な
り
､

･′･

葦
際
に
張
詮
の
如
き
家
柄
に
金
ぐ
よ
ら
な
5
人
が
開
元
町
代
表

/.

的
政
治
家
i
Jな
る
時
期
が
到
来
も
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
以
後

の
'中
歯
絶
食
が
､
層
洋
近
世
史
に
見
る
が
如
き
､
激
烈
な
入
植

ヽ

鮭
得
の
闘
争
を
惹
起
せ
ず
.I
,

比
較
的
平
和
に
過
し
乗
っ
た
tl′
つ

の
安
全
艶
で
あ
る
か

怠
れ
な
い
6
(賂
)

ダ

(
･1
四
賓
よ
り
)
親
展
君
が
印
刷
に
出
か
け
恕
籍
を
開

い
て
帝
石

か

J

･it彼
は
持

っ
て
唐
も
串
で
せ
う
云
々
｡｣

脚
証
の
有
無
に
つ
い
て
は
長
尾
氏
は
仝
-
記
憶
が
な

い
と
云
ふ
｡

小
生
も
そ
の
時
現
藤

に
居
合
は
せ
た
の
で
あ
る
が

何
し
ろ
版
木
を

〆

鏡
懸
逆
馨
し
し
て
静
ま
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
な

炊
態
で
為
ひ
た
か
ら

之
亦
記
憶
が
な

い
.
北
平
圃
啓
館
伊
藤
の
も
の
は

恐
ら
-
多
田
鬼

1

3

生
が
博
聞
し
て
居
ら
れ
る
千
道
東
氏
の
･粁
雑
品
と
息
は
れ
る
が

そヽ

れ
を
賓
見
し
た
時
も
そ
七

ま
で
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
｡

rt

か
し

)

多
田
頻
度
の
云
ガ
れ
る
や
う
に
i
.
若
し
脱
許
が
あ
っ
た
ら
グ

ス
氏

♂

の
底
本
と
舌
ふ
革
に
な

濃

少
-
と
も
現
在
ま
で
の
節
ク
ス
ト
の

も
の
は
ス
ソ
バ
粂
集

の
唯

1
無
二
め
版
木
と
云
ふ
革
に
も
な
る
で

.

ぁ
ら
･E(.

兎
も
簡

七
㌧

に
も
勝
木
日
華
障
界
の
磯
路
再
開
に
ょ
つ
ケ

壱

解
臥
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
宿
題
が
あ
る
や
う
だ
｡

〔
策
玲
喉
輪
〕
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